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		動画を再生するには、videoタグをサポートしたブラウザが必要です。
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			ニュース- news -


			
					
						
							
							新着情報
						
					
	
						
							
							日経BPニュース
						
					


			


			
				
					
													

							事業再構築補助金申請セミナー

							2021年4月27日
													

							ホームページをリニューアルしました。

							2021年3月9日
											

					
																												
																																								
																																								
																																								
																		ダイハツ不正で小型車戦略はどう変わる？トヨタ中嶋副社長はこう答えた
2024年4月9日 
	ダイハツが新たな事業方針、小型車事業を再編しトヨタと共同開発
2024年4月9日 
	弁護士ドットコムとnote、ネット上のトラブル対策で共同プロジェクト
2024年4月9日 
	TSMCが熊本大学や九州大学と連携、半導体分野の研究や人材育成で
2024年4月8日 
	コンパクトな車体にVolvoらしさを盛り込んだ「EX30」
2024年4月8日 
	「電磁砲」の次の課題は連射、民間のパワエレ技術に期待
2024年4月8日 
	富士通製メインフレームが残り700台の衝撃、保守期限までの撤廃に求められる策
2024年4月8日 
	トップ技術者が大使として社内外に情報発信、離職率を半減させたアイレット
2024年4月8日 
	「自ら学習するロボット」の実現に大きな期待
2024年4月8日 
	量産前の試作車でまさかの異音、落とし穴にはまった日産サクラの音設計
2024年4月8日 
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会計事務所が提供できるサービスは限られていると思っておられる経営者や個人事業者の方は多いと思います。




たしかに大半の会計事務所は月次決算から本決算、税務申告書の作成ま でをルーチン業務として毎年淡々とこなしているだけかもしれません。しかし、弊所では「このままでは経営ジリ貧になる」、「今、手を打っておかな いといけない」、或いは「もっと成長が見込める」と思う顧問先には、このよう な通常のサービスのみならず、何か別のサービスができないか常に意識しています。…



続きは代表の挨拶をご覧ください
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会計事務所が提供できるサービスは限られていると思っておられる経営者や個人事業者の方は多いと思います。

たしかに大半の会計事務所は月次決算から本決算、税務申告書の作成までをルーチン業務として毎年淡々とこなしているだけかもしれません。
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しかし、弊所では「このままでは経営ジリ貧になる」、「今、手を打っておかな いといけない」、或いは「もっと成長が見込める」と思う顧問先には、このような通常のサービスのみならず、何か別のサービスができないか常に意識しています。

例えば、経営上不可欠な資金繰りの問題を有利にするための助成金や給 付金等の申請や資金調達時の金融機関の選定と交渉、その前提となる事業 計画書の策定、さらに財務体質の改善を通常業務の範囲として捉え、相当力を入れてまいりました。

そのためにも各スタッフが顧問先の状況を一人で抱え込むようなことが無いように事務所全体で情報を共有化する体制づくりにも配慮しています。

また弊所の専門スタッフが弁護士や司法書士、中小企業診断士、不動産鑑 定士、社会保険労務士等の専門家と連携して行う経営マネジメントサービス は弊所の重要なサービスの一つだと確信しております。
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						ソリューション
					

					
						お客さまのビジネス課題を解決する、トータルプランをご提案をいたします
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										補助金／給付金等申請支援									
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										医療業務支援									
								

								
							

						
					

									
						
							
								
									
																					[image: ]																			
									
										株式公開支援									
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	名称
	三浦公認会計士事務所
	代表
	三浦 優（公認会計士・税理士）
	住所
	〒604-8223
京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428
新町アイエスビル2階
	電話
	075-744-0494
	FAX
	075-744-0495


					
					
				
				
							
				
									
						

						
							
								非公開: 沿革

								
							
							
								
									1998年 8月
	三浦公認会計士事務所を京都市下京区神明町にて開設
	2000年 6月
	京都市下京区童侍者町に事務所移転
	2011年 6月
	綾小路通烏丸西入童侍者町167 AYA四条烏丸ビルに移転
	2016年 4月
	同ビル６階に移転
	2020年10月
	現住所に移転
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						アクセス
					

					
						地下鉄烏丸線で四条駅もしくは阪急京都線烏丸駅下車。24番出口から西へ徒歩3分。
					

				

			

		
		
							



						

    

 
 
	
		
		ご質問・ご相談（初回無料）に関してはこちらからお問い合わせください。

		お問い合わせ

	


 
	 
			075-744-0494

			受付時間: 平日 9:00 〜 18:00
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